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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設内の監視対象物の稼働の制御及び監視を行う監視システムであって当該監視システ
ムを遠隔監視する遠隔監視装置を含む監視システムに、初期設定値に基づいて、当該監視
対象物の稼働に必要となる初期設定を行う初期設定手段と、
　前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働する場合に、前記監視システムにより記録
されることが想定される想定稼働ログを取得する想定稼働ログ取得手段と、
　前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働した後に、実際に前記監視システムによっ
て記録される実稼働ログを取得する実稼働ログ取得手段と、
　前記想定稼働ログと前記実稼働ログとを比較して、前記初期設定の適否を判定するログ
判定手段と、
　遠隔監視装置初期設定値に基づいて、遠隔監視に必要となる初期設定を行う遠隔監視装
置初期設定手段と、
　前記遠隔監視装置初期設定手段が初期設定を行った後に、前記遠隔監視装置から初期設
定された遠隔監視装置設定値を取得する遠隔監視装置設定値取得手段と、
　前記遠隔監視装置初期設定値と前記遠隔監視装置設定値とを比較して、前記遠隔監視装
置の初期設定の適否を判定する遠隔監視装置設定値判定手段と、
　を備えることを特徴とする監視システム設定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の監視システム設定装置において、
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　前記施設における前記監視対象物の情報と、前記初期設定値とに基づいて、前記想定稼
働ログを生成する想定稼働ログ生成手段を備え、
　前記想定稼働ログ取得手段は、前記想定稼働ログ生成手段により生成された前記想定稼
働ログを取得する、ことを特徴とする監視システム設定装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の監視システム設定装置において、
　前記監視システムに接続される新規監視対象物を検知する検知手段を備え、
　前記検知手段が前記新規監視対象物を検知した場合に、少なくとも当該新規監視対象物
を対象として、前記初期設定手段、前記想定稼働ログ取得手段、前記実稼働ログ取得手段
、及び前記ログ判定手段による各処理を行って、当該新規監視対象物の初期設定の適否を
判定することを特徴とする監視システム設定装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の監視システム設定装置において、
　前記初期設定手段が初期設定を行った後に、前記監視システムから初期設定された設定
値を取得する設定値取得手段と、
　前記初期設定値と前記設定値とを比較して、前記初期設定の適否を判定する設定値判定
手段と、
　を備えることを特徴とする監視システム設定装置。
【請求項５】
　施設内の監視対象物の稼働の制御及び監視を行う監視システムであって当該監視システ
ムを遠隔監視する遠隔監視装置を含む監視システムに、初期設定値に基づいて、当該監視
対象物の稼働に必要となる初期設定を行う初期設定ステップと、
　前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働する場合に、前記監視システムにより記録
されることが想定される想定稼働ログを取得する想定稼働ログ取得ステップと、
　前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働した後に、実際に前記監視システムによっ
て記録される実稼働ログを取得する実稼働ログ取得ステップと、
　前記想定稼働ログと前記実稼働ログとを比較して、前記初期設定の適否を判定するログ
判定ステップと、
　遠隔監視装置初期設定値に基づいて、遠隔監視に必要となる初期設定を行う遠隔監視装
置初期設定ステップと、
　遠隔監視に必要となる初期設定を行った後に、前記遠隔監視装置から初期設定された遠
隔監視装置設定値を取得する遠隔監視装置設定値取得ステップと、
　前記遠隔監視装置初期設定値と前記遠隔監視装置設定値とを比較して、前記遠隔監視装
置の初期設定の適否を判定する遠隔監視装置設定値判定ステップと、
　を含むことを特徴とする監視システム設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視システム設定装置及び監視システム設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築物、公共施設、商業施設など（これらを総称して「施設」という）では、各種の設
備の稼働状況等を監視する監視システムを導入する場合がある。監視システムは、一般に
、監視対象物となる設備等と監視を行う監視装置等とを通信可能に接続して構築される。
監視システムを設置する際には、システムエンジニアなどの作業者が、初期設定用のＰＣ
等から各装置にアクセスし、ソフトウエアの設定作業を行う。
【０００３】
　下記特許文献１には、上位の監視システムに監視される下位の監視装置についての記載
がある。下位の監視装置は、上位監視システムから受信したモード情報の設定要求に応じ
て新たなモード情報を設定する。そして、設定した新たなモード情報を上位監視システム
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に応答送信している。
【０００４】
　特許文献２には、ネットワークシステムに設定された複数のセキュリティ設定情報を比
較して、設定情報間の不整合を検出する旨の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－０８９１１０号公報
【特許文献２】特開２００７－２０２０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　監視システムを設置する場合、仕様通りに初期設定が行われたか、監視システムの実際
の稼働状況に問題がないかなどの確認作業を実施する必要がある。確認作業は、監視シス
テムに含まれる複数の監視対象物に対して行うため、複雑であり、長い作業時間を必要と
する。また、確認作業では、システムの設置に関与したシステムエンジニア、システムの
保守管理を行う保守員などの複数の作業者が関与することも多く、不具合があった場合の
修正にも時間を要する。
【０００７】
　上記特許文献１、２に記載されたシステムでは、単に、初期設定の妥当性を確認してい
るにすぎず、実際の稼働状況の妥当性までは確認していない。
【０００８】
　本発明の目的は、施設における監視システムの設定作業を省力化する新たな技術を提案
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる監視システム設定装置は、施設内の監視対象物の稼働の制御及び監視を
行う監視システムであって当該監視システムを遠隔監視する遠隔監視装置を含む監視シス
テムに、初期設定値に基づいて、当該監視対象物の稼働に必要となる初期設定を行う初期
設定手段と、前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働する場合に、前記監視システム
により記録されることが想定される想定稼働ログを取得する想定稼働ログ取得手段と、前
記監視対象物が前記初期設定に従って稼働した後に、実際に前記監視システムによって記
録される実稼働ログを取得する実稼働ログ取得手段と、前記想定稼働ログと前記実稼働ロ
グとを比較して、前記初期設定の適否を判定するログ判定手段と、遠隔監視装置初期設定
値に基づいて、遠隔監視に必要となる初期設定を行う遠隔監視装置初期設定手段と、前記
遠隔監視装置初期設定手段が初期設定を行った後に、前記遠隔監視装置から初期設定され
た遠隔監視装置設定値を取得する遠隔監視装置設定値取得手段と、前記遠隔監視装置初期
設定値と前記遠隔監視装置設定値とを比較して、前記遠隔監視装置の初期設定の適否を判
定する遠隔監視装置設定値判定手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明にかかる監視システム設定装置の一態様では、前記施設における前記監視対象物
の情報と、前記初期設定値とに基づいて、前記想定稼働ログを生成する想定稼働ログ生成
手段を備え、前記想定稼働ログ取得手段は、前記想定稼働ログ生成手段により生成された
前記想定稼働ログを取得する、ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明にかかる監視システム設定装置の一態様では、前記監視システムに接続される新
規監視対象物を検知する検知手段を備え、前記検知手段が前記新規監視対象物を検知した
場合に、少なくとも当該新規監視対象物を対象として、前記初期設定手段、前記想定稼働
ログ取得手段、前記実稼働ログ取得手段、及び前記ログ判定手段による各処理を行って、
当該新規監視対象物の初期設定の適否を判定することを特徴とする。
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【００１３】
　本発明にかかる監視システム設定装置の一態様では、前記初期設定手段が初期設定を行
った後に、前記監視システムから初期設定された設定値を取得する設定値取得手段と、前
記初期設定値と前記設定値とを比較して、前記初期設定の適否を判定する設定値判定手段
と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にかかる監視システム設定方法は、施設内の監視対象物の稼働の制御及び監視を
行う監視システムであって当該監視システムを遠隔監視する遠隔監視装置を含む監視シス
テムに、初期設定値に基づいて、当該監視対象物の稼働に必要となる初期設定を行う初期
設定ステップと、前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働する場合に、前記監視シス
テムにより記録されることが想定される想定稼働ログを取得する想定稼働ログ取得ステッ
プと、前記監視対象物が前記初期設定に従って稼働した後に、実際に前記監視システムに
よって記録される実稼働ログを取得する実稼働ログ取得ステップと、前記想定稼働ログと
前記実稼働ログとを比較して、前記初期設定の適否を判定するログ判定ステップと、遠隔
監視装置初期設定値に基づいて、遠隔監視に必要となる初期設定を行う遠隔監視装置初期
設定ステップと、遠隔監視に必要となる初期設定を行った後に、前記遠隔監視装置から初
期設定された遠隔監視装置設定値を取得する遠隔監視装置設定値取得ステップと、前記遠
隔監視装置初期設定値と前記遠隔監視装置設定値とを比較して、前記遠隔監視装置の初期
設定の適否を判定する遠隔監視装置設定値判定ステップと、を含むことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、監視システムの設定を行うにあたり、稼働状況の確認までを含めた作
業を省力化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態にかかる監視システムの全体構成を示す概略図である。
【図２】第１実施形態にかかる初期設定装置及びビルシステムの機能構成図である。
【図３】初期設定値の例を示す図である。
【図４】想定稼働ログの例を示す図である。
【図５】第１実施形態にかかる処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】第２実施形態にかかる初期設定装置及びビルシステムの機能構成図である。
【図７】物件情報の例を示す図である。
【図８】第３実施形態にかかる初期設定装置及びビルシステムの機能構成図である。
【図９】構成情報の例を示す図である。
【図１０】第４実施形態にかかる初期設定装置、ビルシステム及び遠隔監視装置の機能構
成図である。
【図１１】遠隔監視装置初期設定値の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、図面を参照しながら、実施形態について説明する。説明においては、理解を容
易にするため、具体的な態様について示すが、これらは実施形態を例示するものであり、
他にも様々な実施形態をとることが可能である。
【００１８】
　＜第１実施形態＞
　図１は、第１実施形態にかかる監視システムの全体構成を示す概略図である。図１には
、監視システムが導入された施設の例であるビル１０と、ビル１０に据え付けられたビル
システム４０と、遠隔地に設けられた遠隔監視装置７０とが含まれている。このうち、ビ
ルシステム４０と遠隔監視装置７０は、全体として、ビル１０の監視対象物の稼働の制御
及び監視を行う監視システムを形成している。図１には、さらに、ＳＥ（システムエンジ
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ニア）１２、保守員１４と、初期設定装置２０も図示している。
【００１９】
　初期設定装置２０は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）に、専用のアプリケーションプ
ログラムをインストールして構築した装置である。初期設定装置２０は、無線通信あるい
は有線通信によってインターネットなどのネットワークに接続し、ビルシステム４０ある
いは遠隔監視装置７０にアクセスすることができる。初期設定装置２０は、監視システム
設定装置の一例であり、ＳＥ１２の操作の下、監視対象物及びビルシステム４０を稼働さ
せる初期設定作業及び稼働状況確認作業などを行うために使用される。
【００２０】
　ＳＥ１２は、監視システムの初期設定作業等を行う作業者である。ＳＥ１２は、初期設
定装置２０に対して初期設定値を入力等するとともに、入力した初期設定値に基づいて監
視システムに稼働に必要な設定値を設定する作業を行う。また、ＳＥ１２は、監視システ
ムへの初期設定及び実際の稼働状況を保守員１４と連携して確認をし、必要に応じて初期
設定の修正などを行う。
【００２１】
　保守員１４は、ビル１０の保守管理を行う作業者である。ビル１０が大規模なものであ
る場合、複数の保守員１４が交代制で常駐して、ビル１０の保守管理作業を行うことも多
い。
【００２２】
　ビルシステム４０は、監視システムのうち、ビル１０に据え付けられた部分である。ビ
ルシステム４０は、中央監視装置４２、通信装置４４、複数のコントローラ４６、４８、
５０、及びこれらを接続するＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）５２を含んでいる。
【００２３】
　中央監視装置４２は、ビルの中央監視室などに設けられた装置である。中央監視装置４
２には、コンピュータハードウエア、キーボード、ディスプレイ等のハードウエアと、ハ
ードウエアを制御するＯＳ（オペレーティングシステム）、アプリ（アプリケーションプ
ログラム）などのソフトウエアとを用いて構成された装置である。中央監視装置４２は、
ＬＡＮ５２に接続されている。中央監視装置４２には、独自に開発したソフトウエアを用
いることも可能であるが、規格に基づいて開発された業界標準的なソフトウエアが用いら
れることもある。中央監視装置４２は、ＬＡＮ５２に接続された各種の監視対象物の稼働
の制御及び監視を行う装置であると同時に、遠隔監視装置７０に監視される監視対象物で
もある。
【００２４】
　通信装置４４は、通信機能を備えたコンピュータハードウエアと、ＯＳ、アプリなどの
ソフトウエアとを用いて構築された装置である。通信装置４４は、ＬＡＮ５２に接続され
ている他、光ファイバ等を用いて外部のネットワークにも接続されている。通信装置４４
を介して、ビルシステム４０は遠隔監視装置７０と通信を行うことができる。通信装置４
４は、ビルシステム４０における通信処理を行う一方で、遠隔監視装置７０によってその
稼働状況を監視される監視対象物でもある。
【００２５】
　コントローラ４６、４８、５０は、ビル１０の監視対象物である各種の設備等を制御す
るとともに、その動作を監視する装置である。図示した例では、コントローラ４６は設備
４６ａ，４６ｂ，．．．を制御・監視し、コントローラ４８は設備４８ａ，４８ｂ，．．
．を制御・監視し、コントローラ５０は設備５０ａ，５０ｂ，．．．を制御・監視してい
る。監視対象物となる設備の例としては、電気、ガス、水道、空調などの設備、エレベー
タ、エスカレータなどの移動用設備、ドア、換気口などを駆動させるアクチュエータ設備
、温度センサ、湿度センサ、人感センサ、監視カメラなどの各種センサ設備などを挙げる
ことができる。コントローラ４６、４８、５０は、例えば、設備毎に設けられるものであ
ってもよいし、フロアや区画毎に設けられるものであってもよい。コントローラ４６、４
８、５０は、例えばマイコンによって形成される。マイコンは、小型のコンピュータハー
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ドウエアとその制御プログラム等により構成される装置である。コントローラ４６、４８
、５０は、ＬＡＮ５２に接続されており、中央監視装置４２からの指令に応じた動作をす
る。また、コントローラ４６、４８、５０の動作結果は、中央監視装置４２によって監視
される。この観点からすれば、コントローラ４６、４８、５０は、中央監視装置４２によ
って監視される監視対象物でもある。
【００２６】
　遠隔監視装置７０は、通常、ビル１０から離れた遠隔地に設置される装置である。遠隔
地の例としては、例えば、監視システムを運用する保守管理会社が設置している監視セン
タを挙げることができる。監視センタには、例えば、作業者が交代制で常駐して、遠隔監
視装置７０を用いた監視業務を行っている。
【００２７】
　遠隔監視装置７０には、遠隔監視サーバ７２と、通信基盤７４が含まれる。遠隔監視サ
ーバ７２は、サーバコンピュータなどのコンピュータハードウエアとＯＳ，アプリなどの
ソフトウエアを用いて構築されている。また、通信基盤７４は、遠隔監視装置７０と接続
された装置であり、通信機能を備えたコンピュータハードウエアと、ＯＳアプリなどのソ
フトウエアを用いて構築されている。通信基盤７４は、インターネットなどのネットワー
クに接続され、図示したビル１０を含む多数のビルシステム４０と接続されている。
【００２８】
　ビル１０にビルシステム４０が導入等される場合には、まず、ビルシステム４０がハー
ドウエア的に設置される。続いて、ＳＥ１２が、初期設定装置２０からビルシステム４０
及び遠隔監視装置７０にアクセスして、ソフトウエア的な設定を行う。具体的には、初期
設定装置２０はＬＡＮ３２を介してビルシステム４０の中央監視装置４２、通信装置４４
、コントローラ４６、４８、５０にアクセスし、稼働に必要となる設定値の設定などを行
う。また、初期設定装置２０は、インターネットを介して、遠隔監視装置７０の遠隔監視
サーバ７２、通信基盤７４にもアクセスし、遠隔監視に必要となる設定値の設定などを行
う。初期設定装置２０では、これらの初期設定が正しく行われたかの検証、及び、実際に
ビルシステム４０が正しく稼働したかの検証を行う。検証の詳細については以下に詳述す
る。
【００２９】
　図２は、第１実施形態にかかる監視システムの部分的な機能構成を説明する図である。
図２には、ビルシステム４０と、初期設定装置２０を図示している。ビルシステム４０に
は、アプリによって、設定部６０、設定値蓄積部６２、稼働ログ蓄積部６４の機能が構築
されている。設定部６０、設定値蓄積部６２、稼働ログ蓄積部６４は、例えば、中央監視
装置４２にのみ構築され、中央監視装置４２が、通信装置４４、コントローラ４６、４８
、５０等の全ての処理を制御するように構成することが可能である。また、例えば、設定
部６０、設定値蓄積部６２、稼働ログ蓄積部６４は、中央監視装置４２、通信装置４４、
コントローラ４６、４８、５０のそれぞれに構築することも可能である。
【００３０】
　設定部６０は、初期設定装置２０からの指示に基づいて、設定値の設定処理を行う。設
定値蓄積部６２は、設定部６０が設定した設定値を記憶している。設定値蓄積部６２に記
憶された設定値は、ビルシステム４０の動作過程で、適宜読みだされて、処理に利用され
る。稼働ログ蓄積部６４は、ビルシステム４０が動作した場合に、その動作状況を記録し
たログ（実稼働ログと呼ぶ場合がある）を蓄積する。
【００３１】
　初期設定装置２０には、アプリによって、初期設定値蓄積部２２、初期設定部２４、初
期設定操作部２６、設定・稼働ログ確認部２８、想定稼働ログ蓄積部３０、初期設定完了
通知部３２の機能が構築されている。初期設定値蓄積部２２は、予め登録された初期設定
値を記憶している。初期設定部２４は、初期設定手段の例であり、初期設定値に基づく初
期設定の処理を行う。初期設定操作部２６は、初期設定装置２０のキーボード、タッチパ
ネル、マウスなどからＳＥ１２の入力を受け付けて、初期設定に関する操作処理を行う。
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具体的には、初期設定操作部２６は、入力された初期設定値を初期設定部２４を介して初
期設定値蓄積部２２に蓄積させる指示操作、初期設定値蓄積部２２に蓄積していた初期設
定値を初期設定部２４を介してビルシステム４０の設定部６０に設定させる指示操作など
を行う。
【００３２】
　設定・稼働ログ確認部２８は、設定値判定手段及びログ判定手段の例であり、初期設定
部２４によって行われた初期設定の確認、及び、その後の稼働状況を記録した実稼働ログ
を確認する処理を行う。初期設定の確認は、初期設定部２４を介して初期設定値蓄積部２
２に蓄積された初期設定値と、ビルシステム４０の設定値蓄積部６２から取得した設定値
（設定値を取得する点で、設定・稼働ログ確認部２８は、設定値取得手段として機能して
いる）とを比較することで行う。また、稼働ログの確認は、想定稼働ログ蓄積部３０に蓄
積されている想定稼働ログと、稼働ログ蓄積部６４から取得した実稼働ログ（実稼働ログ
を取得する点で、設定・稼働ログ確認部２８は実稼働ログ取得手段として機能している）
とを比較することで行う。想定稼働ログ蓄積部３０は、想定稼働ログ取得手段の例であり
、想定稼働ログを蓄積する。想定稼働ログは、ビルシステム４０が正しく稼働している場
合に記録されることが想定される稼働ログである。想定稼働ログは、ビルシステム４０の
仕様に依存しているため、仕様に基づいて稼働開始後に実現すると想定したものが、例え
ばＳＥ１２によって作成される。初期設定完了通知部３２は、初期設定が正しく行われた
か否かの通知を行う。
【００３３】
　続いて、図３を参照して、初期設定値について説明する。図３は、初期設定値蓄積部２
２に蓄積された初期設定値の例を示す図である。図には、設定値番号、監視点番号、名称
、種別、及び設定値の項目を有するテーブルが示されている。初期設定値は、狭義には設
定値のことを指すが、設定値のみでは何の値か不明であり広義には、設定値番号、監視点
番号、名称、種別を含めたものを指す。
【００３４】
　設定値番号は、一意に（すなわち他と重複することなく）付与された識別番号である。
監視点番号は、ビルシステム４０が監視を行う対象を一意に示す番号である。名称は、監
視点番号に対応して一意に与えられており、人が理解できるように実際の監視対象の名称
等を利用して与えられている。種別は、設定値がどのような属性あるいは種類を示してい
る。また、設定値は、文字、数字等によって与えられる具体的な値である。
【００３５】
　図３の例では、設定値番号「P000000002」「P000000003」「P000000004」で特定される
３つの設定値は、いずれも空調室内機001を監視対象物として設定されたものである。こ
のうち、設定値番号「P000000002」の設定値は、監視点番号「000000002」に対応した名
称「空調室内機001_運転状態」に関するものである。種別「設定値」はビル１０の利用者
などによる設定あるいは変更が可能な値であることを示しており、具体的な設定値として
は「暖房」が設定されている。また、設定値番号「P000000003」の設定値は、監視点番号
「000000003」に対応した名称「空調室内機001_設定温度」に関するものであり、種別「
設定値」をもつ設定値「22.0」の摂氏温度が設定されている。同様にして、設定値番号「
P000000004」の設定値は、監視点番号「000000004」に対応した名称「空調室内機001_設
定風量」に関するものであり、種別「設定値」をもつ設定値「弱」が設定されている。こ
のようにして、空調室内機001は、暖房運転を摂氏22.0度の温度、弱の風量で行うことが
設定されている。
【００３６】
　設定値番号「P010000001」「P010000002」「P010000003」で特定される３つの設定値は
、それぞれ名称「照明00001」「照明00002」「照明00003」と名付けられた照明器具に対
するものであり、設定値は全て「80」に設定されている。
【００３７】
　設定値番号「D000000010」「D000000011」は、いずれも、監視点番号は「NULL」となっ
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ていて特定の値は入力されていないが、名称には「HIM」が入力されており、中央監視装
置４２に関するものであることがわかる。このうち、設定値番号「D000000010」は、種別
「IPアドレス」をもつ設定値「192.168.1.2」が設定されており、設定値番号「D00000001
1」は、種別「ソフトウエア」をもつ「HIM-A1」が入力されている。HIM-A1は、特定のソ
フトウエアを示す名称である。また、設定値番号「D000000020」「D000000021」は、名称
「コントローラ001」に関するものであり、それぞれ「IPアドレス」として「192.168.1.3
」の値と、「ソフトウエア」として「ICONT-A1」の値が入力されている。また、設定値番
号「D000000030」「D000000031」は、別のコントローラ002に関するものであり、同様に
して、IPアドレスとソフトウエア種別の値が設定されている。
【００３８】
　このように、初期設定値には、監視対象物を稼働させるために必要な各種のパラメータ
が含まれる。図３に示した例の他にも、例えば、通信装置４４が通信を行うために必要と
なるＩＰアドレス、認証情報、プロキシサーバ等の情報が挙げられる。中央監視装置４２
では、監視対象物を認識するためのローカルアドレスの情報であるポイント情報や、監視
状況を可視的に表示するためのグラフィックデータ情報等も初期設定により与えられる。
また、コントローラ４６、４８、５０等では、設備４６ａ、４６ｂ、４８ａ、４８ｂ、５
０ａ、５０ｂを連動して駆動させるための連動設定などの設定も行われる。ここで連動設
定とは、設備４６ａが起動した後に設備４６ｂが起動する態様をいい、例えば、換気口を
開放した後にファンを駆動するような設定を挙げることができる。
【００３９】
　次に、図４を参照して、想定稼働ログについて説明する。図４は、想定稼働ログ蓄積部
３０に蓄積された想定稼働ログの例を示す図である。図４には、監視点番号、名称、種別
、及び値の項目が設けられている。監視点番号、名称、種別は、いずれも、図３に示した
監視点番号、名称、種別に対応している。また、値は、実際に監視対象物が稼働した場合
に示すことが期待される値であり、初期設定装置２０によって生成されたものである。
【００４０】
　図４の例では、ビルシステム４０が稼働を開始してしばらく経過した後（暖房によって
室温がある程度安定する程度には時間が経過した状態）における想定稼働ログを示してい
る。監視点番号「000000001」は、名称「空調室内機001_電源」に対応しており、種別はO
NまたはOFFの値をとることを示す「発停」であり、値は「ON」となっている。監視点番号
「0000000002」「000000003」「0000000004」は、図３に記載された監視点番号と同一で
あり、それぞれ値「暖房」「22.0」「弱」が与えられている。
【００４１】
　監視点番号「010000001」「010000002」「010000003」は、図３に示した監視点番号と
同じであり、いずれも値「80」が与えられている。監視点番号「100000001」は、名称「
空調室内機001_故障信号」の監視に対応しており、種別は警報情報であることを示す「警
報」であり、値は正常または復旧済みであることを示す「正常|復旧済み」となっている
。監視点番号「200000001」は、名称「空調室内機001_吸込温度」の監視に対応しており
、種別はセンサによる計測値であることを示す「計測値」であり、値は21.5～22.5の範囲
を示す「22.0±0.5」となっている。計測値はある程度の誤差を持つため、この例では想
定する値に１度の幅をもたせている。
【００４２】
　このように、想定稼働ログは、初期設定に基づいてビルシステム４０を稼働させた場合
に想定される稼働状況の記録を記したものである。想定稼働ログを作成することで、ビル
システム４０が想定通りに稼働しているか否か、そして初期設定が適切に行われたか否か
を確認することができる。
【００４３】
　ここで、図５を参照して、監視システムにおける初期設定の処理の流れを説明する。図
５は、初期設定装置２０による設定処理の流れを示すフローチャートである。初期設定作
業では、初期設定操作部２６がＳＥ１２からの入力を受け付けて処理を行う。初期設定時
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には、初期設定を行うビルシステム４０が選択され、処理が開始される。初期設定部２４
では、初期設定値蓄積部２２から、当該ビルシステム４０についての初期設定値を取得し
（Ｓ１０）、ビルシステム４０に設定値を設定する（Ｓ１２）。すなわち、図３に示した
ような初期設定値に基づいて、ビルシステム４０への設定値が設定される。このとき、ビ
ルシステム４０では、設定部６０が設定値の入力を受け付けて、設定値蓄積部６２に設定
値を記憶させるなどの設定処理を行う。その後、初期設定装置２０の設定・稼働ログ確認
部２８は、ビルシステム４０の設定値蓄積部６２に蓄積された設定値を取得する（Ｓ１４
）。そして、取得した設定値が、初期設定値と一致するか否かを確認する（Ｓ１６）。一
致しない場合には、初期設定に失敗したと判断し、その旨を初期設定装置２０のディスプ
レイ等に表示して知らせる（Ｓ２４）。他方、一致した場合には、初期設定値が正しくビ
ルシステム４０に設定されたと判断する。
【００４４】
　初期設定が正しく行われた場合、ビルシステム４０では、設定値蓄積部６２に設定され
た設定値に従って各種の監視対象物を稼働させる。ビルシステム４０では、稼働ログ蓄積
部６４に、監視対象物の稼働に対応した実稼働ログが記憶される。そこで、設定・稼働ロ
グ確認部２８では、稼働ログ蓄積部６４から実稼働ログを取得するとともに（Ｓ１８）、
想定稼働ログ蓄積部３０から図４に示したような想定稼働ログを取得する。そして、設定
・稼働ログ確認部２８は、実稼働ログと設定稼働ログとが一致するかを確認する（Ｓ２０
）。一致しない場合には、初期設定に失敗があったと判定し、その旨を初期設定装置２０
のディスプレイ等に表示して知らせる（Ｓ２４）。他方、一致した場合には、初期設定値
が正しくビルシステムに設定されたと判断し、その旨を初期設定装置２０のディスプレイ
等に表示して知らせる（Ｓ２２）。
【００４５】
　なお、実稼働ログと想定稼働ログとの比較では、図４に示した「空調室内機001_吸込温
度」のように範囲を持った値については、その範囲を考慮して一致の判定が行われる。ま
た、実稼働ログは、照明のように稼働直後から安定した値を示すものと、「空調室内機00
1_吸込温度」のように時間をかけてある値に収束していくものとがある。そこで、稼働直
後には行わず、稼働後しばらく経過した段階では「空調室内機001_吸込温度」の比較を行
うなど、稼働後のタイミングを考慮して、実稼働ログと想定稼働ログを比較するようにし
てもよい。
【００４６】
　第１実施形態によれば、監視システムの設置や改変等の際に、監視対象物の稼働に必要
となる初期設定を行うことが容易化される。特に、実稼働ログを想定稼働ログとの比較を
行うことで、設定が適切か否かを高い精度で判定することが可能となる。
【００４７】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態について説明する。第２実施形態は、第１実施形態の実施態様に加えて、
想定稼働ログを生成するための構成が追加されている。
【００４８】
　図６は、第２実施形態にかかる監視システムの機能構成を説明する図である。図５は、
図２に対応する図であり、図２と同一または類似する構成については、図２と同じ符号を
付して説明を省略ないしは簡略化する。図６のビルシステム４０の構成は、図２のビルシ
ステム４０と同様である。しかし、図６では、初期設定装置１２０に、物件情報蓄積部１
３４と想定稼働ログ算出部１３６が加わっている点で、図２の初期設定装置２０とは異な
っている。
【００４９】
　物件情報蓄積部１３４は、監視対象となる施設における監視対象物の情報の例であり、
ビル１０のビルシステム４０で監視する監視対象物の情報を蓄積している。想定稼働ログ
算出部１３６は、想定稼働ログ生成手段の例であり、物件情報蓄積部１３４における物件
情報、初期設定値蓄積部２２の初期設定値などの情報に基づいて、想定稼働ログを事前に
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生成する処理を行う。想定稼働ログは、監視対象物を特定し、その監視対象物に付与する
設定値を特定することで予見されるため、想定稼働ログ算出部１３６による生成が可能と
なる。生成された想定稼働ログは、想定稼働ログ蓄積部３０に蓄積される。
【００５０】
　ここで、図７を参照して、物件情報蓄積部１３４に蓄積される物件情報の例について説
明する。物件情報には、物件番号、機器番号、名称、及び設計データ種別の項目が設けら
れている。物件番号は監視対象の施設を特定する識別番号である。機器番号は監視対象物
を特定する識別番号である。名称は、機器番号に対応づけて付与された情報であり、機器
番号を人が認識できる名前が設定されている。設計データ種別は、監視対象機物の種別に
関する情報である。
【００５１】
　図７に示した例では、全ての物件情報に、同一の物件番号「000000001」が付与されて
いる。これは、図７に示した物件情報が、全て、ビルシステム４０におけるものであるこ
とを示している。機器番号「000000001」「000000002」「000000003」「000000004」は、
それぞれ名称「空調室内機001」「空調室内機002」「空調室内機003」「空調室内機004」
に対応しており、設計データ種別は全て「空調室内機」である。
【００５２】
　機器番号「010000001」「010000002」「010000003」は、それぞれ名称「照明00001」「
照明00002」「照明00003」に対応しており、設計データ種別は全て「照明」である。機器
番号「999990001」は、名称「HIM」に対応しており、設計データ種別は「HIM」である。
機器番号「999990002」「999990003」は、名称「コントローラ001」「コントローラ002」
に対応しており、設計データ種別は全て「コントローラ」である。
【００５３】
　想定稼働ログ算出部１３６では、物件情報に記された各監視対象物について、初期値情
報を参照して、想定稼働ログを生成する。図４に示した想定稼働ログも、このようにして
生成することが可能となる。これにより、ＳＥ１２が直接想定稼働ログを生成する必要が
なくなり、作業の効率化を図ることが可能となる。また、一旦、想定稼働ログの生成を自
動化すれば、ＳＥ１２が交代した場合における想定稼働ログの生成ミスを防止することが
可能となる。
【００５４】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態について説明する。第３実施形態は、監視対象物の構成の変化を検知する
ための構成を有している。
【００５５】
　図８は、第３実施形態にかかる監視システムの機能構成を説明する図である。図８は、
図２に対応する図であり、図２と同一または類似する構成については、図２と同じ符号を
付して説明を省略ないしは簡略化する。図８では、ビルシステム２４０には、コントロー
ラ２５０とビル設備２６０とを図示している。コントローラ２５０は、図１に示した、コ
ントローラ４６、４８、５０等に対応しており、ビル設備２６０は、図１に示した設備４
６ａ，４６ｂ、４８ａ、４８ｂ、５０ａ、５０ｂ等に対応している。
【００５６】
　コントローラ２５０には、接続検知部２５２、設定部２５４、設定値蓄積部２５６、稼
働ログ蓄積部２５８が形成されている。接続検知部２５２は、コントローラ２５０がビル
システム２４０に接続された場合、ビル設備２６０がコントローラ２５０に接続された場
合、さらにはビル設備２６０が接続されたコントローラ２５０がビルシステム２４０に接
続される場合のいずれについても、その接続を検出する。接続の検出にあたっては、例え
ば、既存の電気工学的技術あるいは通信工学的な技術を用いる。これにより、どのような
機器が接続されたかを把握することが可能となる。設定部２５４、設定値蓄積部２５６、
稼働ログ蓄積部２５８は、図２に示した設定部６０、設定値蓄積部６２、稼働ログ蓄積部
６４と同様の処理を行う。また、設定部２５４は、ビル設備２６０における設定部２６２
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に対して、初期設定等の処理を行う機能も有している。
【００５７】
　ビル設備２６０には、設定部２６２と設定値蓄積部２６４が形成されている。設定部２
６２はコントローラ２５０の設定部２５４からの指令に基づいて初期設定等を行う。設定
値蓄積部２６４は、設定部２６２に設定された設定値の蓄積を行う。
【００５８】
　初期設定装置２２０は、図２に示した初期設定装置２０とほぼ同様の構成であるが、初
期設定装置２０が備える初期設定操作部２６に代えて、接続検知部２２２と構成情報蓄積
部２２４を備えている点で異なる。接続検知部２２２は、検知手段の例であり、ビルシス
テム２４０のコントローラ２５０の接続検知部２５２が検知した接続情報を取得し、初期
設定部２４に伝達する。初期設定部２４では、取得した接続情報に基づいて構成情報蓄積
部２２４の構成情報を更新する。また、初期設定部２４は、構成情報蓄積部２２４におけ
る構成情報に基づいて、ビルシステム２４０に対する初期設定を行い、さらに設定・稼働
ログ確認部２８に指示して、実稼稼働ログと想定稼働ログとの比較を行わせる。
【００５９】
　ここで、図９を参照して、構成情報について説明する。図９は、構成情報蓄積部に蓄積
された構成情報の例を示す図である。構成情報には、物件番号、機器番号、名称、ソフト
ウエア、アドレス、及び親機器番号の項目が設けられている。物件番号、機器番号、名称
は、物件情報における物件番号、機器番号、名称と同様にして設定される。ソフトウエア
は、機器番号及び名称に対応した監視対象物の制御に用いられているソフトウエア名であ
る。アドレスには、初期設定装置２２０から監視対象機器にアクセスするための情報が設
定される。アドレスは、ＩＰアドレスなどのグローバルなアドレスを与えてもよいし、当
該監視対象機器が接続された親機器が識別可能なローカルなアドレスを与えてもよい。親
機器番号は、監視対象機器が接続された親機器を特定する番号である。
【００６０】
　図９には、図７で例示したものと同じ監視対象物についての例を示している。このため
、図９は図７と、物件番号、機器番号、及び名称が一致している。機器番号「000000001
」「000000002」「000000003」「000000004」で特定される各空調室内機は、ソフトウエ
アは全て「IC-A1」、親機器番号は全て「999990002」（図７の物件情報から明らかなよう
に親機器コントローラ001であることを示している。）である。アドレスとしては、親機
器であるコントローラ001からの相対アドレスである「001」「002」「003」「004」がそ
れぞれ与えられている。
【００６１】
　同様にして、機器番号「010000001」「010000002」「010000003」で特定される各照明
は、ソフトウエアは全て「LIGHT-A1」、親機器番号は全て「999990003」（図７の物件情
報から明らかなように親機器コントローラ002であることを示している。）である。アド
レスとしては、親機器であるコントローラ002からの相対アドレスである「00001」「0000
2」「00003」がそれぞれ与えられている。
【００６２】
　機器番号「999990001」の「HIM」は、ソフトウエアは「HIM-A1」であり、アドレスは「
192.168.1.2」のIPアドレスが与えられ、親機器番号は親機器が無いことを示す「NULL」
である。また、機器番号「999990002」「999990003」で特定される各コントローラは、ソ
フトウエアは「ICONT-A1」であり、アドレスはIPアドレスで与えられ、親機器はHIMを示
す「999990001」が与えられている。
【００６３】
　図９に示した構成情報に対応した監視対象物が監視システムに追加された場合、監視対
象物を稼働させるための設定とその確認を行う必要がある。初期設定装置２２０では、初
期設定部２４が、構成情報と、初期設定値蓄積部２２における初期設定値とを参照するこ
とで、追加された監視対象物に対する設定を行う。また、追加された監視対象物に対する
想定稼働ログが生成され、想定稼働ログ蓄積部３０に蓄積される。そして、設定・稼働ロ
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グ確認部２８が、初期設定の確認と、実稼働ログの確認を行って、設定の妥当性を検証す
る。
【００６４】
　第３実施形態によれば、ビルシステム２４０に監視対象物が追加的に接続された場合に
も、設定作業の軽減を行うことが可能となる。
【００６５】
　＜実施形態４＞
　第４実施形態について説明する。第４実施形態は、遠隔監視の設定を行うための構成を
有している。
【００６６】
　図１０は、第４実施形態にかかる監視システムの機能構成を説明する図である。図１０
は、図２に対応する図であり、図２と同一または類似する構成については、図２と同じ符
号を付して説明を省略ないしは簡略化する。図１０では、ビルシステム３４０には、図２
のビルシステム４０の構成に加えて、構成情報蓄積部３４２が付加されている。構成情報
蓄積部３４２は、ビルシステム３４０に関して、図９に示したような構成情報を蓄積して
いる。
【００６７】
　初期設定装置３２０は、図２に示した初期設定装置２０の構成に加えて、構成情報取得
部３２２、構成情報蓄積部３２４、遠隔監視装置初期設定部３２６、遠隔監視装置初期設
定値蓄積部３２７の構成を備える。また、設定・稼働ログ確認部２８に代えて、遠隔監視
装置３７０に対する設定確認機能も備えた設定・稼働ログ確認部３２８を備える。
【００６８】
　構成情報取得部３２２は、ビルシステム３４０の構成情報蓄積部３４２から構成情報を
取得する。構成情報蓄積部３２４は、構成情報取得部３２２が取得した構成情報を蓄積す
る。遠隔監視装置初期設定部３２６は、遠隔監視装置初期設定手段の例であり、遠隔監視
装置７０に対して、遠隔監視のための初期設定値である遠隔監視装置初期設定値の設定を
行う。遠隔監視装置初期設定値蓄積部３２７は、遠隔監視装置初期設定値を蓄積している
。設定・稼働ログ確認部３２８は、ビルシステム３４０における初期設定、実稼働ログの
確認を行う他、遠隔監視装置３７０における初期設定の確認も行う。このため、設定・稼
働ログ確認部３２８は、遠隔監視装置から設定値を取得し（この点で設定・稼働ログ確認
部３２８は遠隔監視装置設定値取得手段の機能を備える。）、遠隔監視装置初期設定値と
比較して、初期設定の適否を判定する（この点で、設定・稼働ログ確認部３２８は、遠隔
監視装置設定判定手段の機能を備える）。
【００６９】
　遠隔監視装置３７０は、図１に示した遠隔監視装置７０に対応した装置であり、アプリ
によって図１０に示す機能が構築されている。具体的には、遠隔監視装置３７０には、設
定部３７６と設定値蓄積部３７８が構築されている。設定部３７６は、初期設定装置３２
０の遠隔監視装置初期設定部３２６からの指示に基づいて遠隔監視装置３７０に設定値の
設定を行う。設定値蓄積部３７８は、設定部３７６が設定した設定値を蓄積する。
【００７０】
　図１１は、遠隔監視装置初期設定値蓄積部３２７に蓄積された遠隔監視装置初期設定値
の例である。遠隔監視装置初期設定値には、設定値番号、監視点番号、名称、種別、値の
項目が設けられている。これらは、それぞれ、図３に示した設定値番号、監視点番号、名
称、種別、設定値と同様のものである。ただし、遠隔監視装置初期設定値は、ビルシステ
ム３４０ではなく、遠隔監視装置３７０に設定するための初期設定である。
【００７１】
　設定値番号「R000000001」は、監視点番号は「NULL」、名称は「HIM_IPアドレス」であ
り、中央監視装置４２におけるIPアドレスを示している。種別は「アドレス」であり、値
は「192.168.1.2」に設定されている。設定値番号「R000000002」の監視番号は「1000000
001」であり、図４に示した監視番号と同一の監視対象に関するものである。値は「異常
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」に設定されている。また、設定値番号「R000000003」の監視番号は「200000001」であ
り、図４に示した監視番号と同一の監視対象に関するものである。値は「22.0」に設定さ
れている。
【００７２】
　第４実施形態では、初期設定装置３２０は、初期設定値に基づいてビルシステム３４０
に設定を行う機能を有するとともに、遠隔監視装置初期設定値に基づいて遠隔監視装置３
７０の設定部３７６に設定を行う機能も有する。これにより、遠隔監視装置３７０の設定
値蓄積部３７８には、ビルシステム３４０を遠隔監視するための設定がなされる。そして
、遠隔監視装置３７０における設定の妥当性は、初期設定装置３２０の設定・稼働ログ確
認部２８によって確認される。
【００７３】
　遠隔監視装置３７０にビルシステム３４０に対するどのような監視機能を持たせるかに
は任意性がある。図１１に示した遠隔監視装置初期設定値の例では、中央監視装置４２と
の通信設定を行うことで、中央監視装置から様々な情報を取得できるようにすることを想
定している。また、空調室内機001についても、遠隔監視装置３７０で直接的に監視でき
るように設定している。
【００７４】
　第４実施形態によれば、遠隔監視装置３７０における遠隔監視の初期設定を正確かつ迅
速に行うことが可能になる。これにより、例えば、遠隔監視装置３７０を用いた多数のビ
ルシステム３４０に対する遠隔保守サービスも円滑に開始可能となる。
【００７５】
　以上の説明においては、監視対象となる施設として、ビル１０を例に示した。一般にビ
ルは、複数階建ての建築物である。しかし、監視対象となる施設としては、一階建ての建
築物を含め様々な建築物を対象とすることができる。建築物は、複数棟から構成されてい
てもよい。また、監視対象の施設には、建築物の他にも、公園、農場などの屋外空間を利
用した施設なども含まれる。
【００７６】
　また、以上の説明においては、初期設定装置２０、１２０、２２０、３２０は、ＰＣを
利用して構築した装置であることを想定した。この場合、ＳＥ１２は、作業対象となるビ
ル１０などへの持ち込みが容易化される。しかし、初期設定装置２０、１２０、２２０、
３２０は、通信可能であれば設置場所は特段限定されるものではなく、例えば、据え付け
型のコンピュータハードウエアを利用して構築されてもよい。また、初期設定装置２０、
１２０、２２０、３２０を、例えば、遠隔監視装置７０を構築するコンピュータ内にアプ
リを利用して構築することも可能である。また、初期設定装置２０、１２０、２２０、３
２０は、必ずしも一つのコンピュータハードウエアのみを利用して構築される必要はなく
、通信可能に設定された複数のコンピュータハードウエアを利用して構築されてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　ビル、１２　ＳＥ、１４　保守員、２０　初期設定装置、２２　初期設定値蓄積
部、２４　初期設定部、２６　初期設定操作部、２８　稼働ログ確認部、３０　想定稼働
ログ蓄積部、３２　初期設定完了通知部、４０　ビルシステム、４２　中央監視装置、４
４　通信装置、４６、４８、５０　コントローラ、４６ａ、４６ｂ、４８ａ、４８ｂ、５
０ａ、５０ｂ　設備、６０　設定部、６２　設定値蓄積部、６４　稼働ログ蓄積部、７０
　遠隔監視装置、７２　遠隔監視サーバ、７４　通信基盤、１２０　初期設定装置、１３
４　物件情報蓄積部、１３６　想定稼働ログ算出部、２２０　初期設定装置、２２２　接
続検知部、２２４　構成情報蓄積部、２４０　ビルシステム、２５０　コントローラ、２
５２　接続検知部、２５４　設定部、２５６　設定値蓄積部、２５８　稼働ログ蓄積部、
２６０　ビル設備、２６２　設定部、２６４　設定値蓄積部、３２０　初期設定装置、３
２２　構成情報取得部、３２４　構成情報蓄積部、３２６　遠隔監視装置初期設定部、３
２７　遠隔監視装置初期設定値蓄積部、３２８　稼働ログ確認部、３４０　ビルシステム
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、３４２　構成情報蓄積部、３７０　遠隔監視装置、３７６　設定部、３７８　設定値蓄
積部。
 

【図１】 【図２】
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